
岸和田市人権施策推進本部について 

 

 

設置目的 

「岸和田市人権尊重のまちづくり条例」（資料２）の規定に基づく人権に関する施策（以下「人権施策」という。）

を総合的に推進するため、その管理を担う庁内会議として設置 

※設置規程…資料３ 

 

推進体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岸和田市人権施策推進本部 

〇 本部会 

（ ） 

〇 幹事会（課長） 

〇 実務者会（実務担当者） 

 プランの進捗状況 
及び人権施策全般 
に関すること 

報告・問題提起 

意見・提言 

地域団体・関係団体 
国・大阪府・府内各市町村 

その他関係行政機関 

岸和田市人権施策推進プラン 

 

連携・協力 連携・協働 
施策の実施 

本部会   …  プランに基づく人権施策の推進及び進行管理 及び 

本部会   …  プランの立案（中間年の見直し、改訂時）         に関する事項 
 

幹事会   …  人権施策の推進を図るための実施計画の策定   及び 

本部会   …  人権施策の推進についての各部署との連絡調整 に関する事項 
 

実務者会 …  実施計画の立案 及び 

実施計画の推進 に関する事項 

 

資料１ 


